
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
行
政
組
織
規
則
及
び
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

一
七

〇
飼
料
試
験
結
果
の
公
表 

（
畜　

産　

課
）　

一
七

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

一
九

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

一
九

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 
（
財　

政　

課
）　

二
〇

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
解
職
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

　

数
の
三
分
の
一
の
数
に
つ
い
て 
二
〇

収
用
委
員
会

〇
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

二
〇

〇
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
事
件
審
理
の
開
始 

二
〇

〇
国
道
四
十
五
号
岩
月
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

二
〇

〇
国
道
四
十
五
号
岩
月
事
件
審
理
の
開
始 

二
二

規　
　
　

則

　

行
政
組
織
規
則
及
び
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
及
び
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
受
け
た
者
」
を
「
受
け
た
者
等
」
に
改
め
る
。

　

（
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
八
条
の
二
第
二
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
「
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
の
下
に

「（
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
（
第

二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「（
第
二
十
八
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
一
号

　
　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
事
業
者
」
の
下
に
「（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
を

除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
二
十
七
号
」
を
「
様
式
第
二
十
六
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
二
十
八
号
」
を
「
様
式
第
二
十
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
報
告
書
等
の
提
出
に
対
す
る
措
置
）

第 

六
条
の
三　

知
事
は
、
前
条
各
項
並
び
に
法
第
十
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
及
び
第
十

一
項
並
び
に
法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
提
出
が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
行
政
手
続
等
に
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お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
等
の
提
出
を

行
つ
た
者
に
対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
報
告
書
等
の
提
出
が
あ
つ
た
こ
と
を
確
認
し
た
書
面
を

提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
第
一
面
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
、
同
様
式
第
三
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （2）
（
第
３
面
）

申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

　
　
　
（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

法
定
代
理
人
（
申
請
者
が
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
）

（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

 役
員
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所

役
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所



　

様
式
第
一
号
第
四
面
中
「令

」
を
「政

令

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「（法

人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

名
称
及
び
代
表
者
氏
名

）」
を
「（法

人
に
あ

つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
氏
名

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
の
二
中
「

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠
」
を

「

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「代

表
者
の
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 印
」
を
「代

表
者
の
氏
名

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「　

氏　　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
六
号
の
二
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

を

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
の
三
中
「

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠
」
を

「

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
第
一
面
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
 　
「
役
員
」
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
，
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
，
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
，
相
談
役
，
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
法

人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

７
 　
「
役
員
」
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
，
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
，
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
，
相
談
役
，
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
法

人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

８
　
知
事
が
定
め
る
部
数
を
提
出
す
る
こ
と
。

宮　　城　　県　　公　　報（3）　平成25年12月27日　金曜日 第2520号



　

様
式
第
八
号
第
三
面
中
「令

」
を
「政

令

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
 　
「
役
員
」
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
，
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
，
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
，
相
談
役
，
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
法

人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

７
 　
「
役
員
」
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
，
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
，
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
，
相
談
役
，
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
法

人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
，
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

８
　
知
事
が
定
め
る
部
数
を
提
出
す
る
こ
と
。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （4）
（
第
２
面
）

申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

　
　
　
（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

法
定
代
理
人
（
申
請
者
が
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
）

（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

 役
員
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所

役
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所



様式第 9号（第２条関係）

（表面）

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

 年　　月　　日　　
　宮城県知事　　　　　　　　　　　　殿

 届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
 氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
 （法人にあつては，名称及び代表者の氏名）　
 電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般廃棄物処理施設を軽微変更等したので，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第３項（同法第９条の３第11項において
準用する場合を含む。）の規定により，関係書類及び図面を添えて届け出ます。

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 名 称

一般廃棄物処理施設の設置の場所

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類

許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 番 号 　　年　　　月　　　日　　　　　第　　　　　号

変 更 の
内 容

△軽 微 な 変 更

氏名又は名称及び住所並びに
法人にあつては，その代表者
の氏名の変更

△ 省令第５条の４（第５条の９
において準用する場合を含
む。）に掲げる事項の変更

省令第５条の４第６号に掲げる事項

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人，株主及び出資をしている者の変更

（ ふ り が な ）
名 　 　 　 　 　 　 称 住 所

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人，役員（法定代理人が法人である場合の当該法人の役員
を含む。），株主，出資をしている者及び使用人の変更

（ふりがな）
氏 　 　 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

廃 止 若 し く は 休 止 又 は 再 開 の 理 由 （廃止・休止・再開の別）

廃 止 若 し く は 休 止 又 は 再 開 の 年 月 日 　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

宮　　城　　県　　公　　報（5）　平成25年12月27日　金曜日 第2520号



（裏面）

※事 務 処 理 欄

備考
１　※欄は記入しないこと。
２ 　△印の欄の記載については，できる限り図面，表等を利用することとし，同欄にその記載事項の全てを記載することができ
ないときは，同欄に「別紙のとおり」と記載し，別紙を添付すること。

３ 　「省令第５条の４第６号に掲げる事項」の欄については，該当する全ての者を記載することとし，記載しきれないときは，
この様式の例により作成した書面に記載して，その書面を添付すること。

４　変更のある部分については，変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （6）



　

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
の
二
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全
て

」
に
、「廃

棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
を
「省

令

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
の
三
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 
⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
の
四
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
、「廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則

」
を
「省

令

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「代

表
者
の
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 印

」
を
「代

表
者
の
氏
名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
第
一
面
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報（7）　平成25年12月27日　金曜日 第2520号



　

様
式
第
十
三
号
第
三
面
中
「令

」
を
「政

令

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「代
表
者
の
氏
名　　
　
　
　
　
　
　
　

 印

」
を
「代

表
者
の
氏
名　　
　
　
　
　
　
　
　

 
　

」

に
、「令

」
を
「政
令

」
に
、「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「氏　　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （8）
（
第
２
面
）

申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

　
　
　
（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

法
定
代
理
人
（
申
請
者
が
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
）

（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

 役
員
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所

役
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所



　

様
式
第
十
五
号
の
二
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
、「法

施
行
規
則

」
を
「省

令

」
に
、「法

施
行
令

」

を
「政

令

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
三
中
「

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠
」
を

「

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
の
四
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
、「法

施
行
規
則

」
を
「省

令

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

⎛法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

⎞

⎝名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

⎠

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
八
号
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成25年12月27日　金曜日 第2520号
（
裏
面
）

相
続
人

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

法
定
代
理
人
（
申
請
者
が
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
）

（
個
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

住
所

（
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ

り
が

な
）

名
　
　
　
　
　
　
称

住
所

 役
員
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所

政
令
第
４
条
の
７
に
規
定
す
る
使
用
人
（
相
続
人
に
当
該
使
用
人
が
あ
る
場
合
）

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
　
名
生
年
月
日

本
籍

役
職
名
・
呼
称

住
所

備
考
１
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

２
 　
「
相
続
人
」
の
欄
か
ら
「
政
令
第
４
条
の
７
に
規
定
す
る
使
用
人
」
の
欄
ま
で
の
各
欄
に
は
，
該
当
す
る

全
て
の
者
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
，
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
，
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に

記
載
し
て
，
そ
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

３
　
こ
の
届
出
書
は
，
相
続
の
日
か
ら
30日
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
。

※
事
務
処
理
欄



　

様
式
第
十
九
号
中
「　

氏　　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「
氏　　

名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
規
定
中

「

住　　
所

氏　　
名
 

印

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
を

「

住　　
所

氏　　
名
 

（法
人
に
あ
つ
て
は，
　

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

）

電
話
番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
五
号
か
ら
様
式
第
二
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （10）



様
式
第
25号
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
表
面
）

産
業
廃
棄
物
処
理
実
績
報
告
書
（
　
　
年
度
）

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
報
告
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
実
績
に
つ
い
て
，
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
別
紙
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
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（
裏
面
）

（
別
紙
）

事
業
場
の
所
在
地

氏
名
又
は
名
称

実
　
績

あ
り
　
・
　
な
し

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

処
理
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
と
年
間
処
理
量

（
単
位
　
ｔ
又
は
㎥
)

処
理
後
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
量
（
単
位
　
ｔ
又
は
㎥
）

Ａ
　
　
　
　

Ａ
　
　
　
　

Ａ
　
　
　
　

Ａ
　
　
　
　

種
　
　
　
類

排
　
出
　
量

処
　
　
理
　
　
方
　
　
法

処
　
分
　
量

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

合
　
　
　
　
　
　
　
計

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

備
考
　

　
１
　
処
理
し
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
を
Ａ
欄
に
記
載
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
年
間
の
処
理
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
２
　
処
理
後
に
再
生
利
用
（
有
価
売
却
）
す
る
場
合
は
，
処
理
方
法
欄
に
は
利
用
方
法
を
記
載
し
，
そ
の
売
却
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

宮　　城　　県　　公　　報第2520号　平成25年12月27日　金曜日 （12）



様
式
第
26号
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
表
面
）

産
業
廃
棄
物
・
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
実
績
報
告
書
（
　
　
年
度
）

　
　
　
収
集
運
搬
業
　
　
　

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
報
告
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
実
績
に
つ
い
て
，
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
６
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

許
可
番
号

許
可
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
実
　
績

あ
り
　
・
　
な
し

産
業
廃
棄
物
・

特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
種
類

委
　
　
　
託
　
　
　
者
（
排
出
事
業
者
又
は
処
理
業
者
）

運
　
　
搬
　
　
先
（
処
理
業
者
）

許
可
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

受
　
託
　
量

（
単
位
　
ｔ

又
は
㎥
）
　

許
可
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

運
　
搬
　
量

（
単
位
　
ｔ

又
は
㎥
）
　

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥
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（
裏
面
）

産
業
廃
棄
物
・

特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
種
類

委
　
　
　
託
　
　
　
者
（
排
出
事
業
者
又
は
処
理
業
者
）

運
　
　
搬
　
　
先
（
処
理
業
者
）

許
可
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

受
　
託
　
量

（
単
位
　
ｔ

又
は
㎥
）
　

許
可
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

運
　
搬
　
量

（
単
位
　
ｔ

又
は
㎥
）
　

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

備
 考
　
委
託
者
と
は
，
報
告
者
に
運
搬
を
委
託
し
た
者
を
い
い
，
排
出
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
場
合
と
処
理
業
者
か
ら
再
委
託
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
な
お
，
再
委
託
で
あ
る
場
合
に
は
再
委
託
者
の
許
可
番
号
を
記
載
す
る

こ
と
。
ま
た
，
住
所
は
，
当
該
産
業
廃
棄
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
場
所
の
住
所
を
記
載
す
る
こ
と
。
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様
式
第
27号
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
表
面
）

産
業
廃
棄
物
・
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
実
績
報
告
書
（
　
　
年
度
）

　
　
　
中
間
処
分
業
・
最
終
処
分
業
　
　
　

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
報
告
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
実
績
に
つ
い
て
，
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
６
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

許
可
番
号

許
可
の
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

実
　
績

あ
り
　
・
　
な
し

産
業
廃
棄
物
・

特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
種
類

委
　
　
託
　
　
者
（
排
出
事
業
者
又
は
処
分
業
者
）

処
　
　
　
　
　
　
　
分

受
　
　
託
　
　
者
（
又
は
購
入
者
）

許
可
番
号

氏
名
又

は
名
称

住
　
所

受
託
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

自
社
処
理
・

委
託
・
再
委

託
の
別

処
分の
方
法

処
分
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

処
分
後
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

処
分
場
所

許
可
番
号

氏
名
又

は
名
称

住
　
所

委
託
内
容

（
又
は
利

用
法
）
　

委
託
量
（
又
は

売
却
量
）（
単

位
ｔ
又
は
㎥
）

再
生
利
用
・

委
託
・
再
委

託
の
別
　
　

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥
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（
裏
面
）

産
業
廃
棄
物
・

特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
種
類

委
　
　
託
　
　
者
（
排
出
事
業
者
又
は
処
分
業
者
）

処
　
　
　
　
　
　
　
分

受
　
　
託
　
　
者
（
又
は
購
入
者
）

許
可
番
号

氏
名
又

は
名
称

住
　
所

受
託
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

自
社
処
理
・

委
託
・
再
委

託
の
別

処
分の
方
法

処
分
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

処
分
後
量

（
単
位
ｔ

又
は
㎥
）

処
分
場
所

許
可
番
号

氏
名
又

は
名
称

住
　
所

委
託
内
容

（
又
は
利

用
方
法
）

委
託
量
（
又
は

売
却
量
）（
単

位
ｔ
又
は
㎥
）

再
生
利
用
・

委
託
・
再
委

託
の
別
　
　

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

 
ｔ
･㎥

備
考
　
１
　
委
託
者
と
は
，
報
告
者
に
処
分
を
委
託
し
た
者
を
い
い
，
排
出
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
る
場
合
と
処
分
業
者
か
ら
再
委
託
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
自
社
処
理
を
行
つ
た
場
合
は
，
自
社
処
理
と
記
載
す
る
こ
と
。

　
２
　
受
託
者
と
は
，
報
告
者
が
処
分
を
委
託
し
た
者
を
い
い
，
処
分
に
よ
り
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
委
託
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
委
託
と
，
処
分
の
再
委
託
の
場
合
は
再
委
託
と
記
載
す
る
こ
と
。

　
３
　
処
分
後
に
再
生
利
用
（
有
価
売
却
）
す
る
場
合
は
，
受
託
者
欄
に
購
入
者
を
記
載
し
，
利
用
方
法
と
売
却
量
を
記
載
す
る
こ
と
。
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様
式
第
二
十
八
号
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障

の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証
番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
八
十

六

み
や
ぎ
の

純
米
酒

Ｊ
Ｒ
東
日
本
東
北
総
合

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長　

西

條
清
和

仙
台
伊
澤
家
勝
山
酒
造

株
式
会
社

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
二
又
二
十
五

番
地
一
号

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
千
六
十
八
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
25年
９
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分
　
　
　
　
　
　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

日
本
配
合
飼
料
株
式
会

社
宮
城
特
品
工
場

栗
原
市

同
左

混
合
飼
料

ス
ー
パ
ー
バ
イ
オ
リ
ッ
ク
ス

H
25.９

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

同
左

牛
用
混
合
飼
料

ニ
ュ
ー
バ
イ
オ
リ
ッ
ク
ス
牛
用

H
25.８

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

株
式
会
社
福
田
商
会

仙
台
市

同
左

加
熱
圧
ぺ
ん
と
う
も
ろ

こ
し

加
熱
圧
ぺ
ん
と
う
も
ろ
こ
し

H
25.９

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

同
左

飼
料
用
外
国
産
大
麦
加

熱
皮
つ
き
圧
ぺ
ん

飼
料
用
外
国
産
大
麦
加
熱
皮
つ

き
圧
ぺ
ん

H
25.９

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
25年
９
月
収
去
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
結
　
　
果
　
　
の
　
　
概
　
　
要

違
反
の
内
容

粗
た
ん

白
質
　

　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

粗
灰
分

　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

水
溶
性

窒
素
　

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

そ
の
他

の
検
査

株
式
会
社
サ
イ
ボ
ク
飼

料栗
原
市

同
左

（
新
）
肥
育
用
５

H
25.９

13.99
4.77

0.563
0.817

2.63
3.64

無

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
25年
10月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分
　
　
　
　
　
　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

金
成
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

栗
原
市

同
左

牛
飼
育
用
混
合
飼
料

Ｔ
Ｍ
Ｒ
元
気
な
子
牛

H
25.10

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

塩
釜
水
産
飼
料
株
式
会

社塩
釜
市

同
左

魚
粉

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
25.10

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

株
式
会
社
稲
井
塩
釜
工

場塩
釜
市

同
左

魚
粉

60％
イ
ナ
ホ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
H
25.10

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
25年
10月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
結
　
　
果
　
　
の
　
　
概
　
　
要

違
反
の
内
容

粗
た
ん

白
質
　

　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

粗
灰
分

　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

水
溶
性

窒
素
　

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

そ
の
他

の
検
査

塩
釜
水
産
飼
料
株
式
会

社塩
釜
市

同
左

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
H
25.10

65.06
9.44

18.25
無

株
式
会
社
稲
井
塩
釜
工

場塩
釜
市

同
左

60％
イ
ナ
ホ
フ
ィ
ッ
シ

ュ
ミ
ー
ル

H
25.10

61.17
9.56

18.53
無

仙
台
飼
料
株
式
会
社

仙
台
市

同
左

日
配
肉
用
牛
肥
育
用
配

合
飼
料
ス
ー
パ
ー
黒
べ

H
25.10

12.45
3.81

0.282
0.575

5.70
3.77

無
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〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

株
式
会
社
東
北
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン鈴
木　

啓
治

登
米
市
南
方
町
真
ケ
沼
二

十
二

－
四

般･

特

－

二
十

四第
八
千
七
百
四

十
一
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

十
一
月
十
九
日

株
式
会
社
マ
ト
リ

ッ
ク
ス

鈴
木　

勲

柴
田
郡
大
河
原
町
字
東
桜

町
六

－

十
一

般

－

二
十

第
一
万
五
千
四

百
十
七
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
通
信
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

十
一
月
二
十
二
日

株
式
会
社
昭
栄

宮
林　

茂
生

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香

澄
町
三
十
三

－

十

般

－

二
十
一

第
一
万
五
千
六

百
二
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

十
一
月
二
十
八
日

有
限
会
社
日
野
建

築日
野　

三
郎

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字

羽
黒
前
百
二
十
二

－

三

般

－

二
十

第
一
万
七
千
五

十
九
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
五
年

 

十
一
月
二
十
一
日

　

屋
根
工
事
業

　

 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が･

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

株
式
会
社
ネ
ク
ス

ト遊
佐　

忠
憲

仙
台
市
宮
城
野
区
平
成
二

丁
目
十
一

－

十
三

般

－

二
十
四

第
一
万
九
千
五

百
八
十
四
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が･

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
二
日

リ
ベ
ラ
ホ
ー
ム
株

式
会
社

椎
名　

晃
之

仙
台
市
若
林
区
若
林
六
丁

目
十
一

－

十

般

－

二
十
四

第
一
万
九
千
五

百
九
十
四
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

　

管
工
事
業

　

電
気
通
信
工
事
業

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
九
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
後
期

同
左

ノ
ー
サ
ン
印
若
令
牛
育

成
用
配
合
飼
料
　
Ｓ
　

ニ
ュ
ー
グ
ロ
ア
ー
ネ
オ

H
25.10

16.02
3.17

0.736
0.616

6.08
5.23

無

同
左

ノ
ー
サ
ン
印
成
鶏
飼
育

用
配
合
飼
料
　
Ｓ
　
ヘ

ル
シ
ー
17

H
25.10

17.90
4.77

3.870
0.516

3.28
12.21

無

同
左

日
配
ほ
乳
期
子
豚
育
成

用
配
合
飼
料
　
う
る
お

い
Ｅ
Ｘ

H
25.10

22.01
10.97

1.189
0.758

1.75
6.09

無

（
注
）
　
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
໐ 規
」

を
付
け
て
い
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
十
二
号

　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

三
分
の
一
の
数　

九
九
五

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
四
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

国
土
交
通
大
臣

二　

事
業
の
種
類　

一
級
河
川
鳴
瀬
川
水
系
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
県
道
付
替
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
鎌
巻

地　

番

地　
　
　

目

地　
　
　
　
　
　

積

収
用
し
よ
う
と
す
る

面
積　
　
　
　
　
　

登
記
簿

現　

況

公　
　
　

簿

実　
　
　

測

四
〇
五
番
一

宅
地

宅
地

四
三
七
・
五
八
平
方

メ
ー
ト
ル

四
三
七
・
五
九
平
方

メ
ー
ト
ル

二
一
五
・
九
三
平
方

メ
ー
ト
ル

四　

土
地
所
有
者

　
　

伊
藤　

功

　
　

宮
城
県
大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
鎌
巻
五
一
一
番
地
の
三

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
五
号

　

国
土
交
通
大
臣
起
業
の
一
級
河
川
鳴
瀬
川
水
系
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
及
び
そ
れ
に
伴
う
県
道
付
替
工
事
に
係
る

土
地
収
用
事
件
（
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
事
件
）
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十

九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
月
）
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

九
階　

第
一
会
議
室

三　

審
理
事
項　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
六
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

国
土
交
通
大
臣

二　

事
業
の
種
類　

一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等
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土
地
の
所
在　

宮
城
県
気
仙
沼
市
岩
月
長
平

地　

番

地　
　
　

目

地　
　
　
　
　
　

積

収
用
し
よ
う
と
す
る

面
積　
　
　
　
　
　

登
記
簿

現　

況

公　
　
　

簿

実　
　
　

測

五
十
四
番

墓
地

墓
地

一
六
四
平
方
メ
ー
ト

ル

一
六
四
・
〇
四
平
方

メ
ー
ト
ル

八
三
・
五
七
平
方
メ

ー
ト
ル

四　

不
明

　
　

た
だ
し

　
　
　

登
記
名
義
人
藤
田
忠
作　

ま
た
は　

そ
の
相
続
人

　
　

た
だ
し

　
　

 　

登
記
名
義
人
藤
田
忠
作
と
宮
城
県
本
吉
郡
階
上
村
三
〇
九
番
地
の
亡
藤
田
忠
作
が
同
一
人
物
の
場
合
に
は
、
亡

藤
田
忠
作
法
定
相
続
人

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
一
〇
八

　
　
　
　

藤
田　

 

陽
子

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
舘
山
一
丁
目
五
番
二
五
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
二
七

　
　
　
　

藤
田
秀
一
郎

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
舘
山
一
丁
目
五
番
二
五
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
二
七

　
　
　
　

藤
田　

政
博

　
　
　
　

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
本
町
二
丁
目
一
三
番
地
一
一

　
　
　
　

グ
ラ
ン
デ
―
ジ
川
崎
多
摩
川
リ
バ
ー
ウ
ィ
ン
グ
ス
一
〇
〇
五

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
二
七

　
　
　
　

藤
田　

康
晴

　
　
　
　

宮
城
県
名
取
市
名
取
が
丘
一
丁
目
一
六
番
三

－

一
〇
五
号　

県
営
名
取
飯
野
坂
住
宅

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
二
七

　
　
　
　

藤
田　

 

信
宏

　
　
　
　

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目
三
三
番
地
五
〇
号　

ヴ
ェ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
和
光
二
〇
六

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
七
二

　
　
　
　

藤
田　

征
子

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
南
町
四
丁
目
二
番
一
二
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
七
二

　
　
　
　

藤
田
栄
一
郎

　
　
　
　

千
葉
県
船
橋
市
習
志
野
台
二
丁
目
四
九
番
九

－

三
〇
三
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
七
二

　
　
　
　

藤
田　
　

渉

　
　
　
　

栃
木
県
宇
都
宮
市
桜
三
丁
目
二
番
四
一
号

　
　
　
　

サ
ン
ク
レ
イ
ド
ル
宇
都
宮
桜
ウ
ィ
ン
フ
ォ
ー
ト
一
一
〇
四

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
七
二

　
　
　
　

小
野
寺
美
紀
子

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
赤
岩
大
石
倉
六
四
番
地
一
六

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
三
二

　
　
　
　

佐
藤　

秀
憲

　
　
　
　

宮
城
県
黒
川
郡
富
谷
町
東
向
陽
台
一
丁
目
一
五
番
二
六
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
三
二

　
　
　
　

藤
田　

智
久

　
　
　
　

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
二
丁
目
一
五
番
二

－

二
二
一
二
号　

エ
ル
ザ
タ
ワ
ー
三
二

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
三
二

　
　
　
　

藤
田　

雄
三

　
　
　
　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
二
番
三
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
一
六

　
　
　
　

木
下　

容
子

　
　
　
　

岩
手
県
大
船
渡
市
盛
町
字
舘
下
六
番
地
二
八　

メ
ゾ
ン
舘
下
一
号

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
三
二

　
　
　
　

小
野
寺
菜
美

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
赤
岩
大
石
倉
六
四
番
地
一
六

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
一
〇
八

　
　
　
　

菊
田　

信
子

　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
浦
の
浜
六
七
番
地
二

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
五
四

　
　
　
　

菊
田　

宏
一
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宮
城
県
登
米
市
迫
町
佐
沼
字
江
合
二
丁
目
三
番
地
九

　
　
　

持
分　

八
六
四
分
の
五
四

　
　
　
　

吉
田
久
美
子

　
　
　
　

宮
城
県
多
賀
城
市
新
田
字
北
一
五
五
番
地
の
二

　
　

ま
た
は

　
　
　

藤
田　

裕
喜

　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
岩
月
長
平
八
〇
番
地
三

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
九
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

　

国
土
交
通
大
臣
起
業
の
一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件

（
国
道
四
十
五
号
岩
月
事
件
）
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
（
月
）
午
後
二
時
か
ら

二　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

九
階　

第
一
会
議
室

三　

審
理
事
項　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等
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